
　令和５年度美幌町の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

　歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１９億４９３万６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

　出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」による。

（地方債の補正）

第２条　地方債の追加は、「第２表　地方債補正」による。

議案第２２号

令　和　５　年　度

美幌町一般会計補正予算（第１号）

第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５６６万７千円を追加し、歳入
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第２表　地方債補正

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

5.0

％以内

（ただし、
利率見直
し方式で
借り入れ
る資金に
つ い て 、
利率の見
直 し を
行った後
において
は、当該
見直し後
の利率）

計 707,987 710,587

証書借入
又は

証券発行

（単位：千円）

起債の目的 補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

経済センター１階執務室等
照 明 Ｌ Ｅ Ｄ 化 事 業

- - --

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
る。その他の
場合には、そ
の債権者との
協定条件によ
る。ただし、町
財政の都合に
より据置期間
及び償還期限
を短縮し、もし
くは繰上償還
又は低利に借
換するこ とが
できる。

2,600
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